
議

案

第

七

十

五

号 

 
 

 
港

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 
 

 
 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

四

年

九

月

八

日 

 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

 

港

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

港

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

に

関

す

る

条

例

（

平

成

三

年

港

区

条

例

第

二

十

一

号

） 

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

別

表

第

一

品

川

駅

周

辺

地

区

地

区

整

備

計

画

の

項

中

「

（

令

和

三

年

東

京

都

告

示

第

千

三

百

五

十

一

号

）

」 

を

「

（

令

和

四

年

東

京

都

告

示

第

九

百

四

十

一

号

）

」

に

改

め

る

。 

別

表

第

二

品

川

駅

周

辺

地

区

地

区

整

備

計

画

の

項

中 

     

区
域
四 

―
二
あ 

  
 

 
 

  
  

  
 

 
 

 

区
域
四 

―
三
あ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

区
域
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

区
域
六 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

」 を 



 

             

  

 

 

区
域
四 

―
二
Ａ 

  
 

 
 

  
  

  
 

 
 

 

区
域
四 

―
二
Ｂ 

 

一 

法
別
表
第
二 

項
に
掲
げ
る
も
の 

二 

風
営
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五 

号
に
掲
げ
る
風
俗
営
業
並
び
に
同
条
第
五
項 

に
規
定
す
る
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
の
い
ず 

れ
か
の
用
に
供
す
る
建
築
物 

三 

宿
泊
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
容
積
率
が 

十
分
の
三
十
未
満
の
建
築
物 

四 

建
築
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の 

建
築
物 

 

 

十
分
の 

九
十
五 

 

十
分
の 

六
十 

 

十
分
の 

八 

 

千
五 

百
平 

方
メ 

ー
ト 

ル 

 

計
画
図
に
示
す 

壁
面
の
位
置
の

数
値
。
た
だ
し 

歩
行
者
の
回
遊 

性
及
び
利
便
性 

を
高
め
る
た
め 

に
設
け
る
歩
行 

者
デ
ッ
キ
、
階 

段
、
エ
ス
カ
レ 

ー
タ
ー
及
び
エ 

レ
ベ
ー
タ
ー
並 

び
に
こ
れ
ら
に 

設
置
さ
れ
る
屋 

根
、
柱
、
壁
そ 

の
他
こ
れ
ら
に 

類
す
る
も
の
並

び
に
歩
行
者
の 

快
適
性
及
び
安 

全
性
を
高
め
る 

た
め
に
設
け
る 

屋
根
、
ひ
さ
し 

落
下
防
止
柵
そ 

の
他
こ
れ
ら
に 

類
す
る
も
の
を 

除
く
。 

 

百
十
五
メ
ー
ト 

ル 建
築
物
の
高
さ 

は
、
Ｔ
．
Ｐ
． 

に
三
・
五
メ
ー 

ト
ル
を
加
え
た 

も
の
か
ら
の
高 

さ
に
よ
る
。 

 
 

 

 

区
域
四 

―
二
Ｃ 

 

一 

法
別
表
第
二 
項
に
掲
げ
る
も
の 

二 

風
営
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五 

号
に
掲
げ
る
風
俗
営
業
並
び
に
同
条
第
五
項 

に
規
定
す
る
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
の
い
ず 

れ
か
の
用
に
供
す
る
建
築
物 

三 

宿
泊
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
容
積
率
が 

百
分
の
二
十
六
未
満
の
建
築
物 

四 

建
築
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の 

建
築
物 

 

十
分
の 

八
十
九 

 
 

 

 

区
域
四 

―
三
あ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

区
域
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

区
域
六 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

区
域
Ａ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

区
域
Ｂ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

」 に

改

め

る

。 

 

、 

 

（ぬ） 
 

 

（ぬ） 
 

 

、 



付 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

都

市

計

画

が

変

更

さ

れ

た

品

川

駅

周

辺

地

区

地

区

計

画

の

区

域

内

に

お

け

る

建

築

物

の

制

限

を

定

め

る

た

め 

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 

 

、 


